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建設現場で働く人のための退職金“建退共制度”

　「建設業退職金共済制度」（以下、 建退共制度）は、
建設現場で働く技能者のために、「中小企業退職金共
済法」に基づき簡単な手続きで加入できる国がつくっ
た建設業全体の退職金制度で、（独）勤労者退職金共
済機構が運営しています。
　加入事業者（共済契約者）は、公共工事、民間工事
を問わず雇用するすべての技能者に対して賃金を支
払う度、掛金を納付する義務があります。事業主は、
技能者の労働日数に応じ、掛金（事業主全額負担）と
なる共済証紙（１日分310円。金融機関を通じて証紙
を購入）を共済手帳に貼り、消印を押します。技能者
は、雇用される企業が変わっても建退共加入事業所
であれば事業主に共済手帳を渡し、継続して共済証
紙を貼ってもらうことができます。
　退職金は、12月（21日を1カ月と換算）以上の掛金
を納付することで、技能者が建設業界で働くことをや
めた時に（独）勤労者退職金共済機構に請求があれ
ば機構から直接本人に支払われます。
　掛金は、損金・必要経費として全額非課税となり、
新たに加入した技能者については、掛金の一部（初

回交付手帳の50日分）が国から補助されます。
　また、建退共制度の適正な履行により、経営事項
審査において加点評価の対象となるなど、企業にとっ
ても利点のある制度となっています。
　なお、2021年3月より建退共の掛金納付に電子申請
方式が導入されます。同年10月より掛金日額は310円
から320円へ、予定運用利回りは3.0％から1.3％へ変
更されます。
　建退共制度は、技能者に安心と希望を与え、優秀
な人材の確保等、事業主にとって企業の価値を高め
ることに繋がり、事業主・技能者双方にとって大変魅
力的な制度です。今後の建設業の人材確保の力とな
りますので、これを契機に、共済契約者から未加入取
引事業所に加入するよう、ご指導をお願いいたします。

■ 問い合わせ先
　 （独）勤労者退職金共済機構
　　 　建設業退職金共済事業本部
　　 　 TEL.03-6731-2866
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